
1 － 法哲学における不法概念の一考察（山川）

は
じ
め
に

　

不
法
又
は
違
法
性
は
、
法
の
概
念
を
通
じ
て
研
究
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
考
察
方
法
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
法
の
概
念
を
規
定
し
、
そ

の
否
定
と
い
う
消
極
面
に
お
い
て
、
不
法
又
は
違
法
性
が
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
法
の
概
念
規
定
を
出
発
点
と
す
る

考
察
は
、
直
ち
に
「
法
と
は
何
か
」
と
い
う
大
き
な
難
問
に
直
面
す
る（

１
）。

ま
た
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
法
概
念
の
重
要
な
性
質
を
定
め
た

と
し
て
も
、
そ
の
否
定
で
あ
る
不
法
が
、
法
の
消
極
面
に
留
ま
る
な
ら
ば
、
果
た
し
て
不
法
と
し
て
の
実
体
を
備
え
て
い
る
の
か
、
と
い

う
疑
問
を
避
け
る
こ
と
は
難
し
い
。「
法
と
は
い
え
な
い
も
の
」
を
「
不
法
」
と
い
い
、「
不
法
で
は
な
い
も
の
」
を
「
法
」
と
い
う
一
種

　
　

法
哲
学
に
お
け
る
不
法
概
念
の
一
考
察

山　

川　

秀　

道

は
じ
め
に

第
一
節　
「
法
」
の
否
定
の
理
論

第
二
節　
「
不
法
」
の
積
極
的
意
義

結
び
に
か
え
て
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の
循
環
論
に
陥
っ
て
き
た
虞
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

今
日
の
よ
う
な
立
法
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
危
惧
を
抱
く
こ
と
も
全
く
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る（

２
）。

特
に
、

刑
事
立
法
の
活
性
化
に
対
し
て
は
、
本
当
に
不
法
と
捉
え
ら
れ
る
も
の
だ
け
が
犯
罪
化
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
批
判
的
視
点
も
必
要
に

な
る
。
そ
れ
故
、
未
熟
な
が
ら
も
本
小
稿
で
、
不
法
の
積
極
的
意
義
を
問
い
直
し
て
み
る
こ
と
に
は
、
少
な
か
ら
ず
意
義
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
ま
ず
は
、
違
法
性
又
は
不
法
の
伝
統
的
な
理
論
を
断
片
的
に
概
観
し
、
そ
れ
ら
の
理
論
か
ら
生
じ
た
成
果
と
問
題
点
を
確
認

す
る
。
次
に
、
不
法
と
違
法
性
を
区
別
す
る
学
説
を
通
じ
て
、
不
法
の
積
極
的
側
面
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
若
干
の
検
討
を
試
み
た
い
と
考

え
る
。

第
一
節　
「
法
」
の
否
定
の
理
論

　
　

不
法
（U

nrecht

）
と
は
、
法
の
否
定
、
法
の
侵
害
、
ま
た
は
法
の
影
で
あ
る
と
表
現
さ
れ
る
。

ま
た
、
違
法
と
は
、
文
字
通
り
、
法
に
違
う
と
い
う
形
式
を
も
つ
。
そ
れ
故
、
違
法
性
又
は
不
法
の
実
質
を
考
察
す
る
場
合
に
も
、
先
ず
、

侵
害
さ
れ
る
「
法
」
の
内
容
が
問
わ
れ
て
き
た
。
即
ち
、「
何
が
、
違
法
で
あ
り
、『
法
に
反
す
る
（w

ider das R
echt

）』
の
か
と
い
う
判

断
は
、『
法
』
と
は
何
か
を
知
っ
て
初
め
て
導
か
れ
得
る（

３
）」

と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
従
来
、「
法
」
に
違
う
と
は
果
た
し
て
、
主
観
的
な
法

で
あ
る
と
こ
ろ
の
権
利
又
は
そ
の
尊
重
要
求
に
背
く
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
客
観
的
な
法
秩
序
に
反
す
る
事
態
を
指
す
の
か
、

あ
る
い
は
、
法
規
範
の
名
宛
人
は
規
範
の
意
味
を
理
解
で
き
る
者
に
限
ら
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
も
そ
も
名
宛
人
を
も
た
な
い
の
か
、

と
い
っ
た
議
論
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
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も
っ
と
も
、
違
法
性
ま
た
は
不
法
が
、
実
定
法
上
の
要
件
と
し
て
独
自
の
意
義
を
獲
得
し
た
の
は
、
比
較
的
最
近
の
出
来
事
に
属
す
る
。

そ
の
た
め
、
抽
象
的
な
違
法
性
の
理
論
は
、
こ
こ
一
世
紀
半
程
度
の
間
で
急
速
に
展
開
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の

土
台
に
は
、そ
れ
ま
で
の
間
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
法
思
想
の
遺
産
が
存
在
す
る
。
今
日
の
違
法
性
阻
却
事
由
の
な
か
に
も
、古
代
の
ロ
ー

マ
法
に
そ
の
起
源
的
思
想
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
理
論
史
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
論
じ
る
予
定
の
た
め
、
本
稿
で

は
省
略
す
る
。
た
だ
、
違
法
性
又
は
不
法
が
、
法
律
規
定
と
の
抵
触
、
責
任
の
判
断
と
は
独
立
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
経
緯
を
知
る

の
に
必
要
な
限
度
で
略
述
す
る
。

　

自
然
法
が
隆
盛
し
た
中
世
に
お
い
て
は
、
形
而
上
学
的
又
は
道
徳
的
な
自
由
が
、
帰
責
の
根
拠
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
啓

蒙
時
代
以
降
は
、
特
に
刑
事
法
の
領
域
に
お
い
て
、
法
的
帰
責
の
根
拠
が
、
内
面
的
な
意
志
自
由
か
ら
外
面
的
な
行
為
自
由
へ
と
次
第
に

移
り
変
わ
っ
て
ゆ
く
。
そ
の
嚆
矢
と
し
て
カ
ン
ト
の
法
論
が
挙
げ
ら
れ
る
。
即
ち
、
各
人
の
「
選
択
意
志
の
自
由
の
行
使
が
、
だ
れ
の
自

由
と
も
、
普
遍
的
法
則
に
従
っ
て
両
立
で
き
る
」
よ
う
な
行
為
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
正
し
く
法
に
適
っ
て
い
る
と
さ
れ
る（

４
）。

　

こ
う
し
た
カ
ン
ト
哲
学
の
影
響
は
、
そ
の
二
元
論
及
び
国
家
目
的
論
に
倣
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ハ
の
理
論
に
顕
著
で

あ
る（

５
）。

そ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
実
定
法
は
、
内
面
的
な
不
道
徳
に
は
直
接
関
与
せ
ず
、
外
的
な
権
利
法
則
、
即
ち
法
律
（äussere 

R
echtsgesetz

）
を
対
象
と
す
る
。
違
法
性
と
は
、
第
一
次
的
に
は
、
こ
の
法
律
に
違
反
す
る
こ
と
を
意
味
す
る（

６
）。

も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
に
は
、

哲
学
的
な
内
在
原
理
が
あ
る
。
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
権
利
＝
主
観
的
法
（subjektives R

echt

）」
の
侵
害
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
権
利
概
念
は
、

最
高
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
条
件
と
し
て
、
理
性
を
介
し
て
不
可
侵
の
も
の
と
宣
言
さ
れ
、
各
人
に
保
障
さ
れ
る
自
由
を
意
味
す

る（
７
）。「

内
面
的
な
権
利
（inneres R

echt

）」
に
あ
っ
て
は
、
道
徳
義
務
の
自
由
な
充
足
（M

oralität

）
が
究
極
の
目
的
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
自
由
を
現
実
の
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
他
者
に
よ
る
侵
害
か
ら
自
由
で
あ
る
こ
と
が
前
提
条
件
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
法
律
的
理
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性
は
、
強
制
力
を
用
い
て
で
も
、
各
人
が
何
ら
の
妨
害
を
受
け
る
こ
と
な
く
自
由
を
行
使
で
き
る
状
態
を
求
め
る
。
そ
う
し
た
法
的
状
態

を
つ
く
る
こ
と
が
、「
外
面
的
な
権
利
（äußeres R

echt

）」
に
と
っ
て
の
最
高
原
理
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
目
的
に
奉
仕
す
る
た
め
に
、

法
的
状
態
を
保
持
す
る
機
関
と
し
て
、
国
家
が
必
要
と
な
る
。
そ
う
し
て
市
民
社
会
の
平
穏
が
保
持
さ
れ
て
い
る
限
り
で
、
国
家
及
び
国

民
は
、
各
自
の
自
由
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る（

８
）。

こ
の
よ
う
に
、
国
民
及
び
国
家
と
い
う
主
体
に
保
障
さ
れ
る
法

的
な
自
由
で
あ
り
、
主
観
的
な
能
力
の
こ
と
を
「
主
観
的
法
（
権
利
）」
と
い
う
。
こ
う
し
た
権
利
に
対
す
る
侵
害
は
、
法
的
自
由
の
限

界
を
超
え
て
他
人
に
害
を
加
え
る
行
為
で
あ
り
、
そ
れ
が
法
律
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
れ
ば
法
律
上
の
犯
罪
と
な
る
。

　

こ
の
権
利
侵
害
説
は
、
主
観
的
意
義
の
法
を
前
提
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
客
観
的
意
義
に
お
け
る
法
及
び
不
法
の
概
念
を
通

じ
て
、
後
の
不
法
論
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
が
ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
出
発
点
も
意
志
の
自
由
に
求
め
ら
れ
る
。
自
由
が

法
の
実
体
と
規
定
を
な
し
、
自
由
は
そ
れ
ぞ
れ
、
意
志
、
人
格
、
市
民
（
社
会
）
の
三
段
階
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
抽
象
法
に
お
い

て
は
、
自
由
意
志
が
外
界
の
対
象
を
支
配
（
占
有
）
し
よ
う
と
す
る
が
、
こ
こ
で
普
遍
的
意
志
（
法
そ
の
も
の
）
に
反
す
る
場
合
、
不
法

が
定
立
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、「
犯
意
な
き
不
法
（unbefangenes U

nrecht （
９
））

又
は
市
民
上
の
不
法
」、
詐
欺
、
犯
罪
と
い
う
か
た
ち
で
現
れ

る
と
さ
れ
る（

10
）。

　

こ
の「
犯
意
な
き
不
法（unbefangenes U

nrecht

）」が
、イ
ェ
ー
リ
ン
グ
に
よ
っ
て
、客
観
的
不
法
と
い
う
概
念
に
改
め
ら
れ
た（

11
）。

イ
ェ
ー

リ
ン
グ
は
、
こ
の
概
念
を
用
い
て
、
あ
る
者
の
所
有
権
が
善
意
の
取
得
者
に
よ
っ
て
制
約
を
受
け
て
い
る
状
態
の
こ
と
を
「
客
観
的
不
法
」

と
表
現
す
る
。
即
ち
、
そ
の
状
態
は
、
少
な
く
と
も
適
法
で
は
な
い
以
上
、
不
法
に
当
た
る
（unrechtsm

äßig

）
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い

と
さ
れ
る（

12
）。
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こ
れ
ら
の
見
解
に
対
し
て
、
メ
ル
ケ
ル
は
、
不
法
の
種
別
を
一
般
法
学
の
見
地
か
ら
批
判
的
に
検
討
す
る（

13
）。

す
な
わ
ち
、「
不
法
」
は
、

刑
罰
や
損
害
賠
償
と
い
う
効
果
を
伴
っ
て
、
可
罰
的
不
法
、
民
事
不
法
、
行
政
不
法
な
ど
の
特
殊
形
態
で
現
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
不
法
は
、

本
来
的
に
異
質
な
概
念
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
否
定
的
に
回
答
す
る
。
そ
れ
ら
は
「
不
法
」
と
い
う
上
位
概
念
で
括
れ
る
同

種
の
も
の
で
あ
り
、
不
法
の
相
対
性
は
、
そ
れ
と
結
び
つ
く
法
的
効
果
（
責
任
）
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
し
か
な
い
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
結
論
を
導
く
メ
ル
ケ
ル
に
よ
れ
ば
、「
法
の
侵
害
と
し
て
の
不
法
」
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る（

14
）。

不
法
の
概
念
は
、
法

の
概
念
を
通
じ
て
、
そ
の
否
定
と
し
て
現
れ
る
。
国
家
の
法
は
、
そ
の
共
同
利
益
を
満
足
さ
せ
る
と
い
う
目
的
に
向
け
た
国
家
的
共
同
意

思
を
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
法
は
法
的
性
質
を
も
っ
た
命
令
と
禁
止
の
総
体
で
あ
り
、
不
法
は
こ
の
よ
う
な
禁
止
・
命
令
を
侵
す
こ
と

で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
侵
害
は
、
主
観
的
に
は
共
同
意
思
の
軽
蔑
視
で
あ
り
、
客
観
的
に
は
共
同
利
益
の
侵
害
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
さ

ら
に
、
国
家
的
共
同
意
思
と
し
て
の
法
は
、
精
神
的
な
力
と
し
て
、
責
任
能
力
あ
る
人
間
に
の
み
向
け
ら
れ
る
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
不

法
は
、
法
の
な
か
に
客
観
化
さ
れ
た
共
同
意
思
（
共
同
利
益
）
に
対
す
る
侵
害
で
あ
る
と
同
時
に
主
観
的
に
帰
責
可
能
な
も
の
で
あ
る
と

主
張
さ
れ
る
。

　　

こ
う
し
て
、
法
の
侵
害
は
何
に
由
来
す
る
の
か
と
い
う
問
い
に
、
法
規
範
の
名
宛
人
（
受
範
者
）
を
通
じ
て
回
答
し
た
メ
ル
ケ
ル
の
所

説
は
、
激
し
い
論
争
を
惹
き
起
こ
す
こ
と
に
な
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
主
観
的
違
法
性
説
と
客
観
的
違
法
性
説
と
の
争
い
が
そ
れ
で
あ
る（

15
）。

　

し
か
し
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
及
び
メ
ル
ケ
ル
の
い
ず
れ
の
見
解
に
お
い
て
も
、
次
の
点
は
、
共
通
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
。
即
ち
、
客
観

法
は
、
人
間
に
対
し
て
作
用
す
る
当
為
の
規
範
で
あ
り
、
そ
れ
は
生
活
秩
序
の
保
全
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
相
違
し
た
の
は
、
法

の
侵
害
が
、
そ
の
「
主
体
」
に
従
属
す
る
か
た
ち
で
判
断
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
法
規
範
の
精
神
的
作
用
を
重
視
す
る
主
観

説
か
ら
は
、（
向
け
ら
れ
た
）
規
範
の
意
味
内
容
を
理
解
し
得
る
者
だ
け
が
法
を
侵
害
で
き
る
と
い
う
。
責
任
能
力
の
な
い
者
は
、
そ
も
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そ
も
法
を
侵
害
で
き
な
い
。
そ
れ
故
、
有
責
で
な
い
不
法
は
、
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
ら
の
客
観

説
に
よ
れ
ば
、
法
的
な
価
値
判
断
と
規
範
の
名
宛
人
は
直
結
し
な
い
別
々
の
問
い
で
あ
る
。
確
か
に
、
法
規
範
は
人
間
の
み
を
対
象
と
す

る
が
、
そ
れ
と
は
独
立
に
、
あ
る
事
態
が
法
秩
序
と
矛
盾
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
判
断
は
な
さ
れ
得
る
と
い
う（

16
）。

　

従
っ
て
、
行
為
者
の
責
任
の
有
無
と
は
関
係
な
く
、
法
秩
序
と
の
適
合
・
違
反
（
違
法
性
）
は
判
断
さ
れ
得
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
見
解
は
、
責
任
及
び
違
法
性
の
要
素
を
分
析
す
る
の
に
有
用
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
実
際
的
な
意
義
を
有
し
て
い
る
。
特
に
、

違
法
な
行
為
に
つ
き
、
行
為
者
に
対
し
て
制
裁
的
非
難
を
向
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で
も
な
お
一
定
の
法
的
責
任
（
負
担
受
忍
義
務
）

は
生
じ
る
と
い
う
場
面
が
あ
る
。
例
え
ば
、
無
過
失
責
任
、
少
年
の
保
護
処
分
、
医
療
観
察
処
分
、
国
家
補
償
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
論
争
が
、
客
観
的
違
法
性
の
今
日
的
理
解
に
通
じ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
議
論
の
核
心
は
、
必
ず
し
も
当
初
か
ら
一
致
し
て

い
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
法
の
本
質
、
法
規
範
の
機
能
、
意
志
と
行
為
の
関
係
、
規
範
の
名
宛
人
な
ど
の
論
点
が
互
い
に
錯
綜
し

な
が
ら
考
察
さ
れ
て
い
た
。
更
に
い
え
ば
、
用
語
法
の
上
で
も
混
乱
が
見
ら
れ
た
。
と
り
わ
け
「
法
の
侵
害
」
に
関
し
て
は
、
不
法
、
非

法
（
無
法
）、
違
法
性
な
ど
、
種
々
の
概
念
が
交
錯
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
議
論
の
食
い
違
い
を
招
い
た
一
面
は
疑
い
な
い
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
点
は
、
第
二
節
で
改
め
て
検
討
す
る
。

　

と
も
か
く
、結
果
的
に
は
、客
観
的
違
法
性
説
が
通
説
の
地
位
を
獲
得
す
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
に
伴
い
、法
規
範
に
対
す
る
違
反
も
ま
た
、

客
観
的
か
つ
形
式
的
意
味
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
か
ら
強
い
学
問
的
影
響
を
受
け
て
い
た
リ
ス
ト
に
よ
れ

ば
、
犯
罪
と
は
、
私
法
上
の
不
法
行
為
と
同
様
、
不
法
（U

nrecht

）、
即
ち
有
責
か
つ
違
法
な
行
為
で
あ
る
。
そ
し
て
、
違
法
で
あ
る
と

い
う
の
は
、
形
式
的
に
は
法
秩
序
の
命
令
又
は
禁
止
と
い
う
国
家
規
範
に
違
反
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
実
体
は
、
法
規
範
に
よ
っ
て
保

護
さ
れ
た
生
活
利
益
が
、
法
秩
序
の
目
的
に
反
し
て
攻
撃
さ
れ
る
こ
と
だ
と
説
か
れ
る（

17
）。

こ
の
よ
う
に
形
式
的
違
法
性
と
実
質
的
違
法
性
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を
分
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
違
法
性
の
実
質
的
根
拠
を
、
法
規
範
の
内
か
外
の
い
ず
れ
に
求
め
る
べ
き
か
と
い
う
議
論
が
盛
隆
し
た
。
そ

う
し
た
超
法
規
的
違
法
性
の
判
断
は
、
戦
前
な
い
し
戦
後
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
対
立
と
絡
み
合
い
な
が
ら
、
犯
罪
の
実
質
論
と
し
て
も
展

開
さ
れ
て
い
る（

18
）。

し
か
し
そ
う
し
た
対
立
も
、
次
第
に
、
よ
り
理
論
的
な
対
立
へ
と
収
束
し
て
ゆ
く
。
違
法
評
価
の
対
象
に
は
主
観
的
要

素
も
含
ま
れ
る
の
か
、
そ
の
評
価
は
誰
を
基
準
に
、
行
為
時
又
は
裁
判
時
の
い
ず
れ
の
段
階
で
判
断
さ
れ
る
の
か
。
目
的
的
行
為
論
を
中

心
と
し
た
解
釈
論
上
の
対
立
軸
を
巡
り
、
こ
の
よ
う
な
課
題
が
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
だ
が
、
違
法
な
行
為
が
、
少
な
く
と
も
形
式

的
に
は
、
法
規
範
に
違
反
す
る
と
同
時
に
、
法
益
侵
害
的
な
側
面
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
程
度
共
通
の
土
台
と
さ

れ
て
き
た
と
い
え
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
今
日
の
よ
う
に
、
刑
法
の
守
備
範
囲
が
拡
大
す
る
に
つ
れ
て
、
法
益
侵
害
と
い
う
概
念
に
対
す
る
疑
問
も
大
き
く
な
っ
て

き
て
い
る
。
従
来
、
客
観
説
の
立
場
か
ら
、
法
的
に
保
護
さ
れ
る
生
活
利
益
と
矛
盾
す
る
事
態
が
結
果
無
価
値
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。

こ
の
結
果
無
価
値
が
人
の
行
為
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
る
事
態
を
防
ぐ
と
い
う
点
に
、
刑
法
の
重
要
な
任
務
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
刑
法
は
、

生
活
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
介
入
し
得
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
そ
れ
故
、
刑
罰
と
い
う
峻
厳
な
制
裁
を

伴
う
刑
法
は
、
そ
れ
以
外
の
手
段
で
は
利
益
保
全
が
難
し
い
場
合
に
限
っ
て
介
入
し
得
る
の
だ
と
い
う
謙
抑
性
が
要
求
さ
れ
て
き
た
の
だ

と
い
え
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
自
然
環
境
か
ら
経
済
秩
序
に
至
る
ま
で
、
社
会
生
活
と
断
絶
し
な
い
以
上
は
そ
こ
に
何
ら
か
の
生
活

利
益
を
見
出
す
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
現
に
、
多
く
の
行
政
法
に
処
罰
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
及
ん
で
、
法
益
概
念
の
限
定

を
試
み
る
立
場
と
、
法
益
侵
害
と
い
う
構
成
か
ら
再
び
離
れ
よ
う
と
す
る
立
場
と
が
登
場
す
る
次
第
で
あ
る
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、

再
度
、
カ
ン
ト
や
ヘ
ー
ゲ
ル
の
法
理
論
に
立
ち
還
る
動
き
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る（

19
）。

今
日
、
相
互
承
認
関
係
又
は
連
帯
性
の
概
念
が
援

用
さ
れ
る
理
由
は
、
そ
こ
に
、
客
観
的
生
活
利
益
を
超
え
た
内
実
が
見
い
だ
さ
れ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
点
の
検
討
は
今
後
の
課
題
と
し
て
、
本
稿
で
は
、
次
の
疑
問
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
い
。　
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す
な
わ
ち
、「
法
」
と
の
矛
盾
を
「
違
法
（rechtsw

idrig

）」
と
捉
え
た
場
合
、
そ
れ
は
、
果
た
し
て
「
法
の
侵
害
」
と
同
義
で
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。こ
の
点
に
は
疑
い
が
あ
る
。客
観
説
の
立
場
か
ら
、法
的
な
生
活
利
益
と
矛
盾
す
る
事
態
を
違
法
と
理
解
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

法
の
否
定
又
は
法
の
侵
害
に
含
意
さ
れ
て
い
た
積
極
的
な
側
面
が
脱
落
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
不
法
を
「
法
」

か
ら
演
繹
し
、
そ
の
消
極
面
と
し
て
捉
え
る
見
解
へ
の
疑
問
点
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

第
二
節　
「
不
法
」
の
積
極
的
意
義

　

さ
て
、
第
一
節
で
、
違
法
性
又
は
不
法
の
史
的
展
開
を
断
片
的
か
つ
簡
略
的
に
眺
め
た
こ
と
と
し
て
、
改
め
て
二
つ
の
疑
問
点
を
確
認

し
た
い
。

　

ま
ず
、「
法
の
侵
害
」
と
し
て
「
不
法
」
の
内
容
は
、
果
た
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
を
顧
み
る
。
再
度
、
主
観
的
違

法
性
説
と
客
観
的
違
法
性
説
の
争
い
に
目
を
向
け
て
、「
法
」
と
「
違
法
」
は
、
表
裏
の
関
係
に
あ
る
の
か
を
検
討
す
る
。

　

次
に
、
不
法
は
「
法
」
を
通
じ
て
初
め
て
認
識
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
考
え
る
。「
不
法
の
否
定
」
と
し
て
「
法
」
が
認
識
さ

れ
る
と
い
う
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
所
説
を
通
じ
て
こ
の
点
を
考
察
し
た
い（

20
）。

　
「
法
（
権
利
）」
と
い
う
概
念
を
、
言
葉
の
意
味
や
そ
の
日
常
的
用
法
か
ら
探
ろ
う
と
す
る
と
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
、
何
ら
か
の
意
味

で
「
正
し
い
」
と
い
う
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る（

21
）。

同
様
に
、「
不
法
（U

nrecht

）」
と
い
う
言
葉
は
「
正
し

く
な
い
」
と
い
う
意
味
を
も
ち
、
そ
こ
に
は
倫
理
的
非
難
な
ど
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
含
ま
れ
る
こ
と
も
あ
る（

22
）。

そ
れ
で
も
、
違
法
性
と
不
法

と
が
類
義
語
で
あ
る
と
い
う
理
解
は
、
あ
る
程
度
共
有
さ
れ
て
い
た
た
め（

23
）、

両
者
の
差
異
に
は
あ
ま
り
注
意
が
払
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
え



9 － 法哲学における不法概念の一考察（山川）

る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
違
法
性
」
の
概
念
が
、責
任
判
断
と
は
独
立
の
理
論
的
意
義
を
獲
得
す
る
に
至
っ
た
一
九
世
紀
末
葉
を
境
と
し
て
、

そ
れ
以
前
と
以
後
の
見
解
を
比
較
す
る
際
に
は
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
一
部
の
主
観
的
違
法
性
説
が
、「
不
法
」

を
「
法
の
侵
害
」
と
し
て
論
じ
る
と
き
、
こ
れ
を
違
法
性
の
類
語
と
し
て
扱
う
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。
端
的
に
い
え
ば
、「
法
の
否
定
」

又
は
「
法
の
侵
害
」
と
し
て
の
「
不
法
」
は
、「
違
法
性
」
以
上
の
内
容
を
含
意
す
る
場
合
が
あ
る
。

　

ま
ず
、
ヘ
ー
ゲ
ル
学
派
に
よ
れ
ば
、
意
志
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
例
え
ば
、
ヘ
ル
シ
ュ
ナ
ー
の
見
解
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
と
考
え

ら
れ
る（

24
）。

不
法
（
法
の
否
定
）
は
、
法
に
反
す
る
意
志
に
由
来
す
る
。
そ
し
て
、
意
志
は
有
責
的
行
為
と
し
て
、
現
実
世
界
に
現
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、不
法
は
、有
責
な
行
為
に
由
来
す
る
と
き
に
の
み
不
法
と
認
識
さ
れ
得
る
。
ヘ
ル
シ
ュ
ナ
ー
は
、善
意
占
有
の
例
を
挙
げ
て
、

こ
れ
は
責
任
な
く
生
じ
た
違
法
状
態
で
あ
る
と
認
め
な
が
ら
、
他
方
で
、
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
曰
く
、「『
犯
意
な
き
不
法
（dem

 

unbefangenen U
nrechte

）』
即
ち
責
任
な
き
違
法
性
か
ら
は
区
別
し
、
有
責
な
不
法
の
み

0

0

0

0

0

0

0

を
法
の
侵
害

0

0

0

0

と
表
す
場
合
、
そ
れ
は
不
適
切
で

も
な
け
れ
ば
用
語
法
と
矛
盾
す
る
も
の
で
も
な
い
と
思
わ
れ
る（

25
）（

傍
点
は
筆
者
）」
と
。

　

そ
れ
故
、
客
観
説
の
論
者
か
ら
は
、
何
故
、
他
人
の
物
を
違
法
に
占
有
す
る
こ
と
が
（
責
任
な
き
）
不
法
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
し
そ

の
侵
害
（
損
害
）
は
不
法
で
は
な
い
な
ど
と
い
え
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
向
け
ら
れ
た（

26
）。

ま
た
、
同
論
者
は
、
正
当
防
衛
の
要
件
に
関

す
る
メ
ル
ケ
ル
の
解
釈
に
も
困
惑
と
非
難
を
顕
わ
に
す
る
。
即
ち
、
メ
ル
ケ
ル
が
、
責
任
な
き
不
法
は
存
在
し
な
い
と
主
張
し
な
が
ら
、

他
方
で
、
責
任
無
能
力
者
に
よ
っ
て
も
「
違
法
な
」
攻
撃
は
為
さ
れ
得
る
の
で
こ
れ
に
対
す
る
反
撃
は
正
当
防
衛
と
し
て
許
さ
れ
る
と
説

明
す
る
と
き
、
こ
れ
に
対
し
て
、
果
た
し
て
「
違
法
」
は
「
不
法
」
よ
り
も
弱
い
表
現
で
は
な
い
の
に
、
何
故
そ
の
よ
う
に
い
え
る
の
か

と（
27
）。

　

こ
の
疑
問
に
も
、
確
か
に
理
由
は
あ
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
主
観
的
違
法
性
説
の
一
部
が
主
張
す
る
文
脈
で
は
、「
不
法
」
は
「
違
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法
性
」
よ
り
も
強
い
表
現
だ
と
解
さ
れ
る
。
ヘ
ル
シ
ュ
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
不
法
が
「
法
の
侵
害
」
と
し
て
現
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
、
現
実

の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
善
意
占
有
の
例
は
、
一
見
、
法
に
反
す
る
客
観
的
状
態
が
存
在
す
る
よ
う
な
仮
象
に
捉
わ
れ
る
が
、
こ

れ
は
、
偶
然
の
不
法
に
過
ぎ
な
い（

28
）。

と
い
う
の
も
、
行
為
者
が
、
真
に
そ
れ
を
自
分
の
所
有
物
だ
と
錯
覚
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は

法
に
背
く
意
志
が
な
い
た
め
、
有
責
的
行
為
と
し
て
の
現
実
的
な
不
法
（
犯
罪
）
は
存
在
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
た
、
意
味
合
い
は
異
な
る
が
、
メ
ル
ケ
ル
の
見
解
も
「
不
法
」
と
「
違
法
性
」
を
区
別
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
法
の
侵
害
と

し
て
の
不
法
」
は
、
全
法
分
野
に
共
通
す
る
広
義
の
「
不
法
行
為
」（
法
的
要
件
事
実
）
に
近
い
概
念
と
解
さ
れ
る
。「
不
法
」
を
統
一
的

に
把
握
す
る
メ
ル
ケ
ル
の
見
解
か
ら
す
れ
ば
、
可
罰
的
な
不
法
（strafbare U

nrecht

）
と
い
う
場
合
、
刑
罰
と
結
び
つ
く
不
法
事
実
を
意

味
す
る
の
で
、
こ
れ
は
犯
罪
の
言
い
換
え
と
な
る（

29
）。

そ
れ
な
ら
ば
、
当
然
に
責
任
要
件
も
含
ま
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
法
的
保
護
利

益
へ
の
侵
害
は
、
責
任
の
有
無
に
関
り
な
く
、
把
握
さ
れ
得
る
も
の
と
い
う
。
そ
れ
自
体
を
「
違
法
性
」
と
表
現
す
る
か
ど
う
か
は
さ
て

お
き
、
少
な
く
と
も
法
益
侵
害
だ
け
で
は
、「
法
の
侵
害
（
犯
罪
や
不
法
行
為
）」
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
違
法
性
は
不
法
の
一
要
素
に

過
ぎ
な
い
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
メ
ル
ケ
ル
の
見
解
を
支
持
す
る
立
場
か
ら
、
有
責
な
「
不
法
」
と
い
う
の
は
同
義
反
復
で
あ

る
と
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
そ
う
し
た
意
味
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る（

30
）。

　

以
上
の
よ
う
に
、
不
法
を
違
法
性
と
区
別
す
る
理
由
は
何
な
の
か
。
こ
の
点
が
最
も
明
快
な
の
は
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
所
説
で
あ
る
。

「
凡
ゆ
る
不
法
は
規
範
に
背
く
意
志
に
依
っ
て
發
生
せ
し
め
ら
れ
る
。
勿
論
法
規
範
に
適
合
し
な
い
状
態
は
規
範
に
背
く
意
志
以
外
の
他

の
諸
力
に
依
っ
て
發
生
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
か
よ
う
な
場
合
に
は
単
に
法
に
反
す
る
状
態
が
存
在
す
る
の
み
、
卽
ち

そ
の
狀
態
は
適
法
に
非
ず
（

0

0

0

0

0

0nicht R
echte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

）0

と
い
う
に
停
る
。
不
法
と
は
規
範
に
背
く
意
志
に
依
っ
て
惹
起
せ
し
め
ら
れ
る
非
法
の
み
を

謂
う
の
で
あ
る
。（

31
）（

括
弧
は
筆
者
）」
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こ
こ
か
ら
、「
法
」
の
積
極
的
な
侵
害
の
み
を
「
不
法
」
と
い
う
概
念
で
表
現
し
よ
う
と
し
た
意
図
が
明
ら
か
に
読
み
取
れ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
見
解
に
倣
っ
て
、
不
法
と
い
う
概
念
の
中
に
意
志
的
行
為
や
責
任
の
要
素
を
含
ま
せ
る
か
ど
う
か
は
、
単
な
る
用
語
法

の
争
い
と
い
え
る
。
こ
の
点
は
、
む
し
ろ
、
通
説
の
考
え
に
従
っ
て
、
違
法
性
と
責
任
の
概
念
を
区
別
す
る
方
が
便
宜
的
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
適
法
で
は
な
い
状
態
を
違
法
と
表
現
す
る
か
ど
う
か
は
、
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
善
意
占
有
が
「
適
法
で
は
な
い
以
上
、

不
法
に
当
た
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
い
う
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
思
考
に
表
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
違
法
（
不
法
）
に
は
、「
適
法

と
は
い
え
な
い
」
と
い
う
消
極
的
意
義
し
か
付
与
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
把
握
に
疑
義
が
生
じ
た
の
は
、
当
然
の
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
故
、「
不
法
」
の
概
念
規
定
を
、
一
部
の
主
観
的
違
法
性
説
が
争
っ
た
こ
と
に
は
理
由
が
あ
る
と
い
え
る
。

　

も
っ
と
も
、
こ
の
主
張
が
主
観
的
違
法
性
説
に
立
脚
す
る
必
然
性
は
、
勿
論
な
い
。
客
観
的
違
法
性
説
か
ら
も
、
価
値
の
欠
如
が
、
価

値
の
否
定
又
は
肯
定
に
含
ま
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
疑
い
な
い
と
主
張
さ
れ
得
る
。
曰
く
「
違
法
性
も
、
適
法
性
も
、
法
的
な
無
関
心

と
混
交
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
法
的
中
立
性
が
、
ま
だ
広
い
範
囲
で
誤
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
は
許
さ
れ
て
い
る
と
い
う
愚
直
な
命
題
が
今
な
お
支
持
さ
れ
る
こ
と
は
、
我
々
の
学
問
の
理
解
し
が
た
い
珍
事
に
属
す
る
。（

32
）」

と
し
て
、

ヘ
ッ
プ
の
所
説
を
引
用
す
る
。
そ
こ
で
は
、「
法
律
に
違
反
し
な
い
こ
と
す
べ
て
が
、『
正
し
い
』
と
呼
ば
れ
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。

と
い
う
の
も
、不
法
の
否
定
に
過
ぎ
な
い
こ
と
（
こ
れ
の
み
を
『
法
律
と
矛
盾
し
な
い
こ
と
』
と
表
す
）
と
積
極
的
な
正
し
さ
と
の
間
に
は
、

誤
解
し
よ
う
も
な
い
本
質
的
違
い
が
あ
る
か
ら（

33
）」

だ
と
説
か
れ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
古
代
ロ
ー
マ
法
の
（
帝
政
）
時
代
か
ら
、「
権
利
な
く
（
法
に
よ
ら
ず
）
発
生
し
た
こ
と
（quod non iure fiat.

）」
は
押

し
な
べ
てiniuria

に
包
摂
さ
れ
、こ
れ
を
も
っ
て
不
法
と
は「
法
に
反
す
る
全
て
」を
い
う
と
理
解
さ
れ
て
い
る（D

.47.10.1 pr. ; D
.9.2.5.1 

; D
.50.17.151 ; I.4.4 pr. ; G

.3.220

）｡
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ま
た
そ
の
反
対
に
、「
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
全
て
許
さ
れ
て
い
る
」（
シ
ラ
ー
『
ヴ
ァ
レ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
』
第
一
部
第
六
場
）
と
も
表
現

さ
れ
る
。
こ
う
し
た
理
解
は
、
今
日
に
お
い
て
も
支
持
さ
れ
て
い
る
と
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
い
わ
ゆ
る
法
的
評
価
か
ら
自

由
な
領
域
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
理
解
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
、
別
に
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も

次
の
点
を
指
摘
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
法
及
び
不
法
を
表
裏
の
関
係
で
把
握
す
る
場
合
に
は
、
一
種
の
循
環
論
に
陥

ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る（

34
）。

精
確
に
は
、
ど
ち
ら
か
一
方
の
概
念
に
は
、
積
極
的
意
義
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
け
れ
ど
も
、
果
た

し
て
そ
れ
で
良
い
の
か
と
い
う
疑
問
は
拭
え
な
い
。「
法
」
又
は
「
不
法
」
に
、
何
ら
価
値
的
な
内
実
が
含
ま
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
や
は

り
究
極
的
に
は
、
形
式
的
な
法
実
証
主
義
の
問
題
に
突
き
当
た
る
こ
と
が
避
け
ら
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
「
不
法
」
の
内
実
が
そ

の
よ
う
に
空
虚
な
も
の
で
良
い
の
か
と
い
う
疑
問
は
、
あ
る
程
度
共
有
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
最
後
に
、「
不
法
」
の
概
念
規
定
を
「
法
」
の
概
念
か
ら
出
発
す
る
と
い
う
発
想
か
ら
少
し
離
れ
て
み
た
い
。
す
な
わ
ち
、「
不

法
の
否
定
」
こ
そ
が
「
法
」
で
あ
る
と
い
う
見
解
に
触
れ
る
。

　

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
見
解
に
よ
れ
ば
、「
不
法
（
不
正
）」
と
「
法
（
正
）」（U

nrecht

とR
echt. 

以
下
同
じ
）
の
概
念
は
、
概
ね
次
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る（

35
）。

　
「
不
法
（
不
正
）」
は
、
積
極
的
概
念
で
あ
り
、「
法
（
正
）」
の
概
念
に
先
行
す
る
。
人
は
、
自
己
肯
定
と
い
う
固
有
の
意
志
領
域
を
有

す
る
。
自
分
と
同
様
、
他
者
も
そ
の
意
志
の
領
域
を
有
す
る
の
だ
が
、
こ
れ
を
暴
力
や
策
略
に
よ
っ
て
侵
害
す
る
こ
と
が
、
不
法
（
不
正
）

で
あ
る
。
従
っ
て
、
不
法
が
常
に
他
者
に
対
す
る
侵
害
と
し
て
現
れ
る
の
に
対
し
て
、
法
（
正
）
の
概
念
は
、
侵
害
を
受
け
な
い
と
い
う

消
極
的
な
も
の
、
つ
ま
り
「
不
法
（
不
正
）
の
否
定
」
に
過
ぎ
な
い
。
人
は
不
法
（
不
正
）
を
蒙
る
こ
と
で
精
神
的
苦
痛
を
瞬
間
的
に
感

じ
る
。
そ
う
し
た
苦
痛
な
い
し
苦
悩
こ
そ
が
、
積
極
的
か
つ
直
接
的
に
感
じ
取
れ
る
も
の
で
あ
る（

36
）。

ま
た
、
人
は
不
法
（
不
正
）
へ
と
傾
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く
根
源
的
な
性
質
を
有
し
て
い
る
た
め
、
不
法
（
不
正
）
を
妨
げ
、
そ
の
苦
痛
を
軽
減
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
国
家
の
本
質
的
起
源

で
あ
る
。
従
っ
て
、
不
法
と
法
（
不
正
と
正
）
は
、
あ
ら
ゆ
る
実
定
的
な
立
法
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
こ
れ
に
先
行
す
る
。

　

こ
の
見
解
は
、
全
面
的
に
賛
同
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
か
な
り
の
説
得
力
を
有
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
人
は
、
日
常
的
な
生
活

の
な
か
で
自
身
に
帰
属
す
る
利
益
を
享
受
し
て
い
て
も
、
そ
れ
を
法
に
適
っ
た
も
の
だ
と
意
識
す
る
こ
と
は
多
く
な
い
。
む
し
ろ
、
自
分

の
身
体
や
財
産
に
危
害
が
加
え
ら
れ
た
と
き
に
初
め
て
、
自
分
が
正
当
な
利
益
の
担
い
手
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
自
覚
す
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
論
理
的
に
は
、
法
が
先
行
し
て
い
な
け
れ
ば
、
自
分
の
利
益
が
法
的
保
護
を
受
け
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
否
定
は

不
正
な
も
の
だ
と
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
不
法
を
通
じ
て
、
法
の
存
在
に
気
付
く
と
い
う
の
が
近
い
か
も
し
れ

な
い
。
経
験
的
に
も
、
失
っ
て
初
め
て
そ
の
有
難
み
に
気
づ
く
と
い
う
こ
と
は
よ
く
あ
る
。Iniuria

が
、
当
初
は
、
傷
害
及
び
そ
れ
に
伴

う
名
誉
侵
害
の
内
容
か
ら
、
次
第
に
多
様
な
権
利
侵
害
を
包
摂
す
る
概
念
へ
と
広
が
り
を
み
せ
た
の
は
、
不
正
だ
と
知
覚
さ
れ
た
侵
害
を

通
じ
て
、
保
護
さ
れ
る
べ
き
対
象
（
権
利
）
を
発
見
し
て
い
っ
た
か
ら
だ
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る（

37
）。

　

た
だ
、
こ
こ
で
指
摘
し
た
い
の
は
、
卵
か
鶏
の
ど
ち
ら
が
先
か
と
い
う
問
題
で
は
な
い
。
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、「
不
法
」
の

概
念
は
、
や
は
り
積
極
的
な
価
値
侵
害
（
不
正
）
を
本
来
的
な
性
質
と
し
て
含
む
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
う
少
し
精

確
に
述
べ
る
と
、
人
間
の
結
び
つ
き
の
な
か
で
芽
生
え
る
規
範
的
意
識
こ
そ
が
、
一
定
の
害
悪
を
、
制
定
法
に
拠
る
こ
と
な
く
直
接
に
不

正
な
も
の
と
把
握
さ
せ
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
「
法
」
の
積
極
的
侵
害
と
し
て
把
握
さ
れ
る
「
不
法
」
は
、
単
な
る

制
定
法
と
の
矛
盾
か
ら
、
そ
の
内
容
に
お
い
て
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
制
定
法
の
多
く
は
、
不
法
の
禁
止
の
み
を
内
容

と
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
法
的
制
裁
を
予
定
し
て
い
な
い
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
も
、
当
然
に
違
法
だ
と
評
価
さ
れ
得
る
。
し
か
し
、
そ

れ
で
も
不
法
と
違
法
性
を
同
一
視
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。
例
え
ば
、
医
師
が
、
手
術
の
際
、
そ
の
説
明
不
足
に
よ
っ
て
患
者
の
自
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己
決
定
権
を
侵
害
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
や
は
り
、
単
な
る
傷
害
と
は
区
別
さ
れ
る
内
容
だ
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
通
常
の
傷

害
が
、
他
人
の
身
体
及
び
そ
の
処
分
権
を
一
方
的
か
つ
積
極
的
に
損
な
う
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
説
明
義
務
に
反
し
た
手
術
は
、
患
者
の
自

己
決
定
権
の
た
め
の
保
障
を
尽
く
さ
な
か
っ
た
と
い
う
消
極
的
な
意
味
に
と
ど
ま
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
双
方
と
も
に
、
違
法
と
判
断
さ

れ
る
に
せ
よ
、
や
は
り
、
幸
福
追
求
へ
の
障
害
設
定
（
価
値
実
現
の
妨
害
）
と
、
不
幸
（
否
定
的
価
値
）
の
創
出
と
は
、
法
的
効
果
を
異

に
す
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か（

38
）。

　

同
様
に
、
法
の
目
的
、
内
容
に
お
い
て
も
、
利
益
の
実
現
・
促
進
を
図
る
も
の
と
、
害
悪
の
予
防
、
制
裁
な
い
し
清
算
を
企
図
す
る
も

の
と
は
区
別
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
前
者
の
法
の
実
現
を
妨
害
す
る
か
た
ち
で
生
じ
る
違
法
行
為
に
つ
い
て
は
、
可
能

な
限
り
、
制
裁
以
外
の
手
段
を
講
じ
る
の
が
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か（

39
）。

例
え
ば
、
違
法
薬
物
の
自
己
使
用
が
、
法
律
に
違

反
し
た
と
い
う
事
実
以
外
に
は
、
何
ら
不
正
の
評
価
を
生
み
出
す
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
、
自
身
の
健
康
及
び
家
族
に
対
す
る
悪
影
響
、

組
織
的
犯
罪
の
資
金
源
化
な
ど
の
取
締
が
主
な
目
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
む
し
ろ
、
福
祉
法
（
及
び
警
察
法
）
か
ら
の
解
決
を
目
指

す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
理
解
が
従
来
唱
え
ら
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
は
勿
論
な
い
。
同
様
の
主
張
は
、
可
罰
的
違
法
性
の
理

論
や
、
非
犯
罪
化
・
非
刑
罰
化
な
ど
の
議
論
の
な
か
で
も
行
わ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。
た
だ
、
そ
こ
で
の
主
張
は
、
法
分
野
に
応
じ
た
違

法
性
の
強
弱
と
い
う
点
に
主
眼
が
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
不
法
と
違
法
の
区
別
は
、
刑
法
だ
け
に
特
有
の
こ
と
で
は
な
い
と
考

え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
法
の
積
極
的
侵
害
（
不
正
）
の
要
素
を
ど
の
よ
う
な
基
準
で
判
断
す
べ
き
か
、
と
い
う
大
き
な
課
題
と
併

せ
て
今
後
、
検
討
し
て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
。
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結
び
に
か
え
て

　　

従
来
、「
不
法
」
の
概
念
は
、「
法
」
の
概
念
規
定
を
通
じ
て
演
繹
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
ア
プ
ロ
ゥ
チ
に
よ
る
と
き
、「
不
法
」

の
内
容
は
、
法
と
い
う
抽
象
概
念
の
消
極
面
に
留
ま
り
、
害
悪
の
実
態
（「
不
正
」）
を
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う

な
疑
問
か
ら
、
従
来
の
違
法
論
、
特
に
、
主
観
的
違
法
性
説
と
客
観
的
違
法
性
説
の
論
争
を
通
じ
て
、
不
法
概
念
に
含
意
さ
れ
得
る
積
極

的
侵
害
（
不
正
）
の
側
面
に
焦
点
を
当
て
た
。

　

前
述
の
よ
う
に
主
観
的
違
法
性
説
の
一
部
は
、
法
の
積
極
的
侵
害
の
要
素
を
意
志
な
い
し
責
任
に
求
め
て
き
た
。
し
か
し
、
責
任
非
難

に
依
存
す
る
こ
と
な
く
、
行
為
の
不
正
性
を
判
断
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
必
要
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
維
持
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
法
の
積
極
的
侵
害
（
不
正
）
が
認
め
ら
れ
る
場
合
を
、
ど
の
よ
う
に
判
断
す
る
か
が
大
き
な
課
題
と
な
る
。
そ
れ

を
法
の
保
護
客
体（
法
益
）に
見
出
す
と
い
う
立
場
と
、攻
撃
の
態
様
に
よ
っ
て
違
法
性
を
段
階
づ
け
る
と
い
う
立
場
が
見
受
け
ら
れ
る
が
、

こ
の
点
は
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。

　　

今
日
、
不
安
社
会
に
対
応
す
る
よ
う
に
、
法
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
に
は
、
必
要
が
法
を
生

む
と
い
う
現
象
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
背
後
に
、
共
生
に
向
け
た
社
会
づ
く
り
と
い
う
動
き
が
あ
る
の
だ
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
法
的
強
制
力
に
よ
っ
て
促
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
の
か
少
し
疑
問
が
起
こ
る
。
社
会
的
な
平
穏
や
福
祉
の
実
現
を

図
る
法
令
に
違
反
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
目
的
の
達
成
を
妨
害
す
る
こ
と
は
、
確
か
に
有
害
で
あ
り
得
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
、
法
律

的
根
拠
に
拠
る
こ
と
な
く
直
接
に
把
握
さ
れ
得
る
不
法
と
同
様
に
把
握
さ
れ
る
も
の
か
は
疑
わ
し
い
。
両
者
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
法
益

を
追
求
す
る
と
き
、「
法
」
の
規
範
的
な
意
味
合
い
が
、
薄
ら
ぎ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
法
規
範
と
い
う
も
の
が
、
仮
に
人
間
の
結
び
つ
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き
や
生
活
秩
序
へ
の
信
頼
を
根
底
に
置
く
の
だ
と
す
れ
ば
、
す
べ
て
の
法
益
侵
害
に
違
法
と
い
う
否
定
的
評
価
を
下
す
こ
と
が
、
長
期
的

に
は
却
っ
て
マ
イ
ナ
ス
に
作
用
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
大
方
の
ご
指
導
と
ご
批
判
を
仰
ぎ
な
が
ら
今
後
と
も
検
討
し
て
い
き
た
い
と
愚
考

す
る
次
第
で
あ
る
。

　
　
〔
付
記
〕

　

本
稿
脱
稿
後
、
山
口
邦
夫
「
不
法
の
二
重
の
意
味
」『
山
中
敬
一
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
﹇
上
巻
﹈』（
成
文
堂
、
二
〇
一
七
年
四
月

二
〇
日
発
刊
）
に
接
し
た
。
そ
こ
で
は
、「
本
能
的
、生
理
的
、心
理
的
に
害
を
被
っ
た
と
い
う
事
実
」
こ
そ
が
、不
法
の
実
在
的
内
容
（
第

一
の
意
味
の
不
法
）
で
あ
り
、
こ
れ
は
、「
法
律
の
存
在
を
前
提
と
し
て
、
論
理
的
に
認
識
す
る
不
法
」（
第
二
の
意
味
の
不
法
）
か
ら
区

別
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
、
そ
の
ご
趣
旨
と
同
じ
方
向
を
目
指
す
も
の
と
思
料
す
る
。
詳
し
い
検
討
は
、
別
の
機
会
と
し
た
い
。

（
１
） 　
「
法
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
は
、
法
の
本
質
又
は
法
の
概
念
を
巡
っ
て
、
非
常
に
長
ら
く
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
学
説
史
を
敷
衍
し
、
法
の
本
質
を
確

定
す
る
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。「
法
の
完
全
な
定
義
を
下
す
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
」
と
も
い
わ
れ
る
（
田
中
耕
太
郎
『
法

律
學
概
論
』
學
生
社
、
一
九
五
八
、一
五
頁
）。
し
か
し
、
我
々
が
従
う
べ
き
（
在
る
べ
き
）
法
と
、
不
正
で
あ
る
が
現
実
に
は
存
在
す
る
法
を
分
析
す
る
た

め
に
も
、
法
概
念
論
は
有
益
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
森
村
進
『
法
哲
学
講
義
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
五
）
三
四
頁
以
下
参
照
。

　

も
ち
ろ
ん
、
未
熟
な
本
稿
は
、
こ
の
問
題
を
直
接
に
扱
う
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
不
法
論
に
関
す
る
先
学
の
検
討
を
通
じ
て
、
従
来
の
議
論
と
は
若
干

異
な
る
一
面
に
光
を
当
て
て
み
た
い
と
愚
考
す
る
。

（
２
） 　

次
の
よ
う
な
特
集
に
お
い
て
も
、
立
法
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
対
す
る
あ
る
種
の
問
題
意
識
は
、
共
有
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

『
立
法
の
法
哲
学
―
立
法
学
の
再
定
位
―
』
法
哲
学
年
報
二
〇
一
四
（
有
斐
閣
）、「
特
集　

立
法
学
の
新
展
開
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
六
九
号
（
二
〇
〇
八
）
八

頁
以
下
参
照
。

（
３
） 　F. A

. H
old von Ferneck, D

ie R
echtsw

idrigkeit, B
d.1, 1903, S.4
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同
様
に
、
違
法
性
に
関
す
る
文
献
で
、
法
の
概
念
規
定
を
考
察
の
出
発
点
と
す
る
も
の
は
多
い
。
例
え
ば
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。H

ans A
lbrecht Fischer, 

D
ie R

echtsw
idrigkeit m

it besonderer B
erücksichtigung des Privatrechts, 1911, S.1ff. ; Ernst H

einitz, D
as Problem

 der m
ateriellen R

echtsw
idrigkeit, 

1926, S.4ff. 

; 飯
島
暢
「
刑
法
上
の
不
法
概
念
の
法
哲
学
的
基
礎
づ
け
」『
自
由
の
普
遍
的
保
障
と
哲
学
的
刑
法
理
論
』（
成
文
堂
、二
〇
一
六
）
一
二
九
頁
参
照
。

（
４
） 　V

gl., Im
m

anuel K
ant, D

ie M
etaphysik der Sitten : in Schriften zur Ethik und R

eligionsphilosophie, (W
erke in sechs B

änden. B
d.4), D

arm
stadt, 

1998, A
.33 (S.337)

、
カ
ン
ト
著
（
樽
井
正
義
、
池
尾
恭
一
訳
）『
人
倫
の
形
而
上
学
』
カ
ン
ト
全
集
第
一
一
（
岩
波
書
店
、二
〇
〇
二
）
四
九
頁
参
照
。
な
お
、

カ
ン
ト
の
法
概
念
、
特
に
相
互
承
認
関
係
論
に
つ
い
て
は
、
飯
島
・
前
掲
論
文
一
三
〇
頁
以
下
参
照
。

（
５
） 　

カ
ン
ト
哲
学
の
影
響
を
受
け
た
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ハ
の
刑
法
理
論
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
山
口
邦
夫
「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ハ
（Paul Johann A

nselm
 

Feuerbach

）
の
刑
法
理
論
」（
中
央
大
学
）
法
学
新
報
第
七
二
巻
第
七
・
八
号
（
一
九
六
五
）
六
四
頁
以
下
参
照
【
同
著
『
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
刑
法
学
研
究　

フ
ォ

イ
エ
ル
バ
ハ
か
ら
メ
ル
ケ
ル
へ
』（
八
千
代
出
版
、
一
九
七
九
）
三
頁
以
下
所
収
】。

（
６
） 　V

gl., A
nselm

 R
itter von Feuerbach, R

evision der G
rundsätze und G

rundbegriffe des positiven peinlichen R
echts, B

d.1, 1799, SS.65-66 ; ders, 
Lehrbuch des gem

einen in D
eutschland gültigen peinlichen R

echts, 9.A
ufl. 1826, SS.41-43 (insb. 

§ 42
A

nm
.c), 

§ 22, 

§ 4

（
７
） 　V

gl., A
nselm

 R
itter von Feuerbach, 

“Versuch über den B
egriff des R

echts", Philosophisches Journal einer G
esellschaft teutscher G

elehrten, B
d.2, 

1795, SS.138-162 (insb. S.158ff.) ; ders, K
ritik des n atürlichen R

echts als Propädeutik zu einer W
issenschaft der natürlichen R

echte, 1796, SS.144-
149, 247-266, 276ff., 286-307 

前
者
の
論
文
に
つ
い
て
は
、
西
村
克
彦
「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ハ
『
権
利
の
概
念
に
関
す
る
試
論
』（
１
７
９
５
年
）」
青
山
法
学
論
集
三
十
巻
一
号

（
一
九
八
八
）、
一
三
九
頁
以
下
も
参
照
し
た
。

な
お
、フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ハ
の
権
利
概
念
と
国
家
目
的
論
に
つ
い
て
は
、荘
子
邦
雄『
近
代
刑
法
思
想
史
序
説　

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
刑
法
思
想
の
近
代
化
』（
有

斐
閣
、
一
九
八
三
）
一
八
頁
以
下
、Eckhart von B

ubnoff, D
ie Entw

icklung des strafrechtlichen H
andlungsbegriffes von Feuerbach bis Liszt unter 

besonderer B
erucksichtigung der H

egelschule, 1966, SS.17-20

参
照
。

（
８
） 　V

gl., Feuerbach, R
evision, S.26, 39-40, 53ff. ; ders, Lehrbuch des gem

einen in D
eutschland gültigen peinlichen R

echts, 1.A
ufl. 1801, SS.12-13 ( 

§§9-11) ; Lehrbuch, 9.A
ufl., S.16ff. (

§8ff.)

（
９
） 　

山
口
邦
夫
「
不
法
と
責
任
と
の
分
離
的
思
考
の
源
流　

―
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
解
釈
を
端
緒
に
―
」
駒
澤
法
学
一
四
巻
第
二
号
（
二
〇
一
五
）

一
四
四
頁
で
は
、unbefangenes U

nrecht

の
訳
語
と
し
て
「
漠
然
と
し
て
不
確
定
な
不
法
」
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
な
訳
語
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
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た
だ
、
本
稿
で
は
、
こ
の
概
念
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
第
二
節
に
先
送
り
し
て
い
る
（
後
掲
注
二
四
、二
五
の
本
文
記
述
）。
そ
の
た
め
、
客
観
的
違
法
性
説

の
説
明
上
、
便
宜
的
に
「
犯
意
な
き
不
法
」
と
し
て
お
く
。

（
10
） 　V

gl., G
.W

.F. H
egel, G

rundlinien der Philosophie des R
echts, oder, N

aturrecht und Staatsw
issenschaft im

 G
rundrisse : m

it H
egels eigenhändigen 

N
otizen und den m

ündlichen Zusätzen, 1. A
ufl., Suhrkam

p W
erke 7, 1970, 

§§82ff. 

ヘ
ー
ゲ
ル
著
（
上
妻
精
、
佐
藤
康
邦
、
山
田
忠
彰
訳
）『
法
の
哲
学　

自
然
法
と
国
家
学
の
要
綱
』
ヘ
ー
ゲ
ル
全
集
九
ａ
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
）
一
四
八

頁
以
下
参
照
。

な
お
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
抽
象
法
に
お
け
る
犯
罪
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
松
生
建
「
ヘ
ー
ゲ
ル
『
法
哲
学
』
に
お
け
る
報
復
の
論
理
」
海
上
保
安
大
学
校
研
究
報

告
三
七
巻
一
号
二
五
頁
以
下
参
照
。

（
11
） 　V

gl., R
udolph von Jhering, G

eist des röm
ischen R

echts auf den verschiedenen Stufen seiner Entw
icklung. Teil 1.,2.A

ufl., 1866, S.128 ; ders., D
as 

Schuldm
om

ent im
 röm

ischen Privatrecht, 1867, S.5ff.  

（
12
） 　V

gl., Jhering, a.a.O
., D

as Schuldm
om

ent, S.5-6

（
13
） 　V

gl., A
dolf M

erkel, K
rim

inalistische A
bhandlungen, B

d.1, 1867, S.49ff. ; ders, Lehrbuch des deutschen Strafrechts 1889, S.183

な
お
、
メ
ル
ケ
ル
の
一
般
法
論
に
つ
い
て
は
、
Ａ
・
カ
ウ
フ
マ
ン
、
Ｇ
・
ド
ル
ン
ザ
イ
フ
ァ
ー
（
川
端
博
訳
）『
刑
法
の
基
本
問
題
』（
成
文
堂
、
一
九
八
三
）

六
七
頁
以
下
も
参
照
。

（
14
） 　V

gl., M
erkel, a.a.O

., A
bhandlungen, SS.42-48 ; ders, a.a.O

., Lehrbuch, S.18f.

（
15
） 　

主
観
的
違
法
説
と
客
観
的
違
法
説
の
論
争
は
、
法
の
客
観
的
意
義
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
本
質
的
内
容
を
巡
る
対
立
で
あ
る
。
そ
の
内
容
に
は
、

共
同
体
の
意
思
、
法
秩
序
、
社
会
の
利
益
状
態
な
ど
種
々
の
要
素
が
認
め
ら
れ
た
。
一
方
の
極
端
な
見
解
に
よ
る
と
、
法
と
は
、
人
間
関
係
の
中
に
在
る
精

神
的
作
用
、
つ
ま
り
法
意
識
を
実
現
す
る
命
令
に
尽
き
る
の
で
、
そ
う
し
た
命
令
に
違
反
す
る
意
思
こ
そ
が
違
法
に
他
な
ら
な
い
と
説
か
れ
る
（
命
令
説
。

V
gl., Ferneck, a.a.O

., S.8, 276ff.

）。
ま
た
他
方
の
極
か
ら
は
、
法
的
に
望
ま
し
い
状
態
か
ら
の
あ
ら
ゆ
る
不
利
益
変
更
が
違
法
で
あ
る
た
め
、
自
然
現
象
や

動
物
も
違
法
に
振
舞
う
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
さ
れ
た
（
違
法
状
態
説
。V

gl., A
lexander Löffler, U

nrecht und N
otw

ehr, ZStW
 (=Zeitschrift für die 

gesam
te Strafrechtsw

issenschaft), B
d.21 (1901), S.564)

。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
法
の
性
質
と
し
て
一
つ
の
側
面
を
偏
重
す
る
結
果
、
他
方
の
性

質
を
没
却
し
て
し
ま
う
。

な
お
、
こ
の
論
争
に
つ
い
て
は
、
既
に
多
く
の
文
献
が
あ
る
。
差
当
り
、
民
法
の
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
末
川
博
『
権
利
侵
害
論
』（
第
二
版
、
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日
本
評
論
社
、
一
九
四
九
）
一
七
八
―
一
九
九
頁
参
照
。

（
16
） 　V

gl., Jhering, a.a.O
., D

as Schuldm
om

ent, S.6ff.
（
17
） 　Franz von Liszt, Lehrbuch des D

eutschen Strafrechts, 19.A
ufl., 1912, S.143-144, 120-121

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
間
に
は
命
令
説
の
影
響
を
受
け
て
台
頭
し
て
き
た
規
範
論
が
あ
る
。
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
規
範
論
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
形
式
犯
の
制
裁
に

つ
い
て
」
広
島
法
学
三
八
巻
四
号
（
二
〇
一
五
）
一
〇
四
頁
以
下
参
照
。

な
お
、
リ
ス
ト
も
、
当
初
は
、
か
な
り
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
規
範
論
に
依
拠
し
、
犯
罪
を
有
責
な
規
範
違
反
行
為
、
即
ち
、
法
益
の
侵
害
又
は
危
殆
化
は
た
ま

た
法
の
命
令
（Im

perative

）
に
対
す
る
不
服
従
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
た
が
、
次
第
に
批
判
の
色
を
濃
く
し
、
規
範
論
か
ら
は
遠
ざ
か
る
よ
う
に
な
っ
た
。

V
gl., Franz von Liszt, D

as deutsche R
eichsstrafrecht, 1.A

ufl., 1881, S.64-65, 83-84 ; ders., Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 2. A
ufl., 1884, S.94

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
山
口
邦
夫
「
い
わ
ゆ
る
『
危
険
犯
』
観
念
の
功
罪
」『
帝
国
崩
壊
後
（
一
八
〇
六
年
）
の
ド
イ
ツ
刑
法
学
』（
尚
学
社
、
二
〇
〇
九
）

一
九
三
頁
も
参
照
。

（
18
） 　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
当
時
の
時
代
背
景
も
踏
ま
え
た
文
献
と
し
て
、
安
平
政
吉
「
実
質
的
違
法
理
論
の
法
規
的
展
開
」『
人
格
主
義
の
刑
法
理
論
』（
巌
松

堂
書
店
、一
九
三
八
）
三
二
四
頁
以
下
、生
田
勝
義
「
違
法
論
に
お
け
る
『
結
果
無
価
値
』
と
『
行
為
無
価
値
』
に
つ
い
て
」
阪
大
法
学
八
二
号
（
一
九
七
二
）

四
七
頁
以
下
、
内
藤
謙
『
刑
法
理
論
の
史
的
展
開
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
）
参
照
。

（
19
） 　

飯
島
・
前
掲
書
、
特
に
一
四
九
頁
参
照
。

（
20
） 　
「
不
法
の
概
念
が
法
の
概
念
に
先
行
す
る
」
と
い
う
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
山
口
邦
夫
先
生
か
ら
、
御
手
紙
で
ご
教
授
戴
い
た
。
心

か
ら
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。

（
21
） 　

ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
著
（
上
田
健
二
訳
）『
法
概
念
と
法
思
考
』（
昭
和
堂
、
二
〇
〇
一
）
二
頁
以
下
参
照
。

（
22
） 　V

gl., Ferneck, a.a.O
., S.304ff. 

な
お
、Fischer, a.a.O

., S.120

は
、「
違
法
性
」
が
非
難
的
要
素
を
含
む
と
す
る
。

ま
た
、
山
口
・
前
掲
「
不
法
と
責
任
と
の
分
離
的
思
考
の
源
流
」
一
四
七
―
一
四
八
頁
も
参
照
。

（
23
） 　V
gl., Fischer, a.a.O

., S.92 ; Edm
und M

ezger, Strafrecht, 3.A
ufl. 1949, S.163

も
っ
と
も
、
不
法
、
違
法
、
非
法
な
ど
多
く
の
言
葉
が
、
論
者
ご
と
に
多
様
な
意
味
で
用
い
ら
れ
た
た
め
、
類
語
と
し
て
把
握
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
多
く
の
用
法
に
つ
い
て
は
、Ferneck, a.a.O

., S.399-400

に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
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（
24
） 　V

gl., H
ugo H

älschner, D
as gem

eine deutsche Strafrecht B
d.1, 1881, SS.18-20, 480

（
25
） 　H

ugo H
älschner, D

er G
erichtssaal B

d.28 (1876), S.404 A
nm

.
（
26
） 　V

gl., Löffler, a.a.O
., S.553 Fn.32

（
27
） 　V

gl., Löffler, a.a.O
., S.550

こ
れ
は
、M

erkel, a.a.O
., Lehrbuch, S.163

に
お
け
る
正
当
防
衛
の
説
明
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
をLöffler, a.a.O

., S.550

は
、
主
観
的
違
法

説
の
放
棄
だ
と
捉
え
て
い
る
が
、
疑
問
で
あ
る
。

（
28
） 　V

gl., H
älschner, a.a.O

., Strafrecht, SS.18-20

そ
の
た
め
、
ヘ
ル
シ
ュ
ナ
ー
の
見
解
を
客
観
的
違
法
性
説
の
折
衷
的
見
解
と
位
置
付
け
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。

（
29
） 　V

gl., Liszt, a.a.O
., 19.A

ufl., S.121

に
よ
る
と
、
有
責
か
つ
違
法
な
行
為
（
犯
罪
）
と
民
事
上
の
不
法
行
為
は
、U

nrecht

又
はD

elikt

と
い
う
種
概
念
に

属
す
る
。
こ
の
意
味
で
、否
定
さ
れ
た
の
は
、責
任
な
き
刑
罰
を
肯
定
す
る
か
と
い
う
問
い
に
近
い
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。V

gl., Liszt, a.a.O
., 1.A

ufl., S.65 

も
っ
と
も
、
メ
ル
ケ
ル
の
用
語
の
使
い
分
け
は
、
不
明
瞭
で
あ
る
。

（
30
） 　Eduard H

ertz, D
as U

nrecht und die allgem
einen Lehren des Strafrechts, B

d.1, 1880, S.14

は
、
客
観
的
及
び
主
観
的
な
不
法
と
い
う
二
重
の
概
念
を

無
用
の
も
の
と
考
え
る
。
後
者
が
前
者
を
包
摂
す
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
は
、
不
法
は
、
法
の
侵
害
で
は
な
く
、
法
へ
の
違
反
（W

iderspruch

）

と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
不
法
と
違
法
の
間
に
内
容
の
違
い
は
含
ま
れ
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

な
お
、
大
森
英
太
郎
「
不
法
と
違
法
」『
刑
法
哲
學
研
究
』（
関
西
学
院
大
学
法
政
学
会
，
１
９
５
４
）
一
九
二
頁
以
下
で
も
、
違
法
性
が
不
法
の
一
要
素
に

過
ぎ
な
い
こ
と
を
説
か
れ
て
い
る
。

（
31
） 　G

eorg Jellinek, D
ie sozialethische B

edeutung von R
echt, U

nrecht und Strafe, 2. A
ufl., 1908, S.60

引
用
し
た
日
本
語
訳
は
、
イ
ェ
リ
ネ
ク
（
大
森
英
太
郎
訳
）『
法
・
不
法
及
刑
罰
の
社
会
倫
理
的
意
義
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
三
六
）
七
四
頁
に
よ
る
。

（
32
） 　V

gl., Johannes N
agler, D

er B
egriff der R

echtsw
idrigkeit, in: Festgabe für R

einhard von Frank B
d.1, 1930, S.341

（
33
） 　C

arl Ferdinand Theodor H
epp ,D

arstellung und B
eurtheilung der deutschen Strafrechts-System

e, B
d.2-2, 2.A

ufl., 1845, S.522

（
34
） 　

も
ち
ろ
ん
、
本
文
で
記
述
し
た
よ
う
に
、
法
の
「
否
定
」
に
積
極
的
な
意
味
を
持
た
せ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
学
派
の
弁
証
法
は
除
い
て
良
い
だ
ろ
う
。

（
35
） 　V

gl., A
rthur Schopenhauer, D

ie W
elt als W

ille und Vorstellung, B
d.1, 3.A

ufl., 1859, 
§62 ; ders., D

ie beiden G
rundproblem

e der Ethik, behandelt 

in zw
ei akadem

ischen Preisschriften, 2.A
ufl., 1860, 

§17 (insb.S.216ff.) ;

西
尾
幹
二
責
任
編
集
『
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
』（
世
界
の
名
著　

続
一
〇
）（
中
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央
公
論
社
、
一
九
七
五
）
五
九
三
頁
以
下
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
著
（
前
田
敬
作
、
芦
津
丈
夫
、
今
村
孝
訳
）『
倫
理
学
の
二
つ
の
根
本
問
題
』（
シ
ョ
ー

ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
全
集
九
巻
）（
白
水
社
、
一
九
七
三
）
三
二
八
頁
以
下
参
照
。

（
36
） 　

同
様
に
、
満
足
、
享
楽
、
幸
福
の
概
念
は
、
た
だ
、
欠
乏
が
解
消
さ
れ
、
苦
痛
が
鎮
め
ら
れ
る
と
い
う
消
極
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
。V

gl., 

Schopenhauer, a.a.O
., D

ie beiden G
rundproblem

e der Ethik, 

§16 

; 前
掲
書
『
倫
理
学
の
二
つ
の
根
本
問
題
』
三
一
九
頁
以
下
参
照
。

（
37
） 　

こ
の
点
は
、
別
稿
で
検
討
す
る
が
、
差
当
り
、
末
川
・
前
掲
書
、
四
―
一
一
六
頁
、
カ
ウ
フ
マ
ン
・
前
掲
書
二
頁
以
下
参
照
。

（
38
） 　

拙
稿
「
緊
急
避
難
と
自
己
決
定
」
広
島
法
学
三
六
巻
二
号
（
二
〇
一
二
）
九
九
頁
以
下
参
照
。

勿
論
、
法
の
積
極
的
侵
害
（
害
悪
の
創
出
）
と
、
法
の
消
極
的
違
反
（
正
当
利
益
へ
の
障
害
）
の
ど
ち
ら
を
不
法
と
表
現
す
る
か
は
、
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
は

な
い
。

（
39
） 　

生
田
勝
義
『
人
間
の
安
全
と
刑
法
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
一
〇
）
の
随
所
で
は
、「
核
心
刑
法
」
と
「
広
範
だ
が
穏
や
か
な
介
入
法
」
と
い
う
区
分
が
示

さ
れ
て
お
り
、
関
心
を
惹
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。


